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例 言 

 

 

１．本書は、京都府舞鶴市字浜 2011番地、字北吸 1039番地、字北吸無番地に所在する重要

文化財（建造物）「舞鶴旧鎮守府倉庫施設」の保存活用計画である。 

 

２．本計画書は、「重要文化財（建造物）保存活用計画策定指針（文化庁）」（平成 11年 3月

制定）に基づいて作成した。 

 

３．本計画は、文化庁文化資源活用課及び京都府文化財保護課の指導・助言のもと、平成 30

年度から令和２年度に舞鶴市が設置した「舞鶴旧鎮守府倉庫施設保存活用計画策定懇話

会」での助言・意見をもとに策定したものである。 

 

４．本計画の策定事業は、舞鶴市が平成 30年度～令和２年度にかけて、文化庁の国庫補助

事業として実施した。 

なお、平成 30 年度事業として赤れんが６・７・８号棟部分の保存活用計画案を作成し、

令和２年度事業として赤れんが１～８号棟全体の保存活用計画として取りまとめた。 

 

５．本計画の作成にあたり、計画作成に関する調査・支援業務を一般財団法人建築研究協会

に委託した。 

 

６．本計画の策定事務は、舞鶴市市民文化環境部文化スポーツ室文化振興課において行った。 
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